
専 決 処 分 書 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、昭和４６

年３月１８日議会の議決により指定された「損害賠償額の決定及び和解に関する市長

の専決処分について」に基づき、次のとおり専決処分する。 

令和５年１２月２７日 

 

東大和市長 和地 仁美 

 

記 

 

  損害賠償の額を定めることについて 

 

件   名 損害賠償額 相 手 方 

東大和市立狭山緑

地の樹木の落下枝

による物損事故に

係る損害賠償 

１３９，６７８円 

東京都国分寺市新町１丁目１１番１２号 

 

平塚 修 

 

 

 


